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       （担当） 
生活安全企画課 

事 業 者 の 皆 様 へ 

新型コロナウイルス感染症の拡大や緊急事態宣言に伴い、臨時休業をし

ている店舗や営業時間を短縮している店舗が増えていますが、他県では、

休業中の店舗等を狙った侵入盗被害が多発しており、今後、県内において

も発生が懸念されます。 

店舗や事務所等の防犯対策をしっかり行い、被害を防止しましょう！ 

身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

 

休業中でも定期的に店舗等の様子を確認するよう努めてください！ 

○ 店舗等の出入口は確実に施錠するほか、窓の閉め忘れに
注意し、シャッター等の設備があれば、確実に利用しまし
ょう。 

防犯のポイント 

○ 売上金等は銀行に入金するなど、店舗や事務所に現金を
保管しないようにしましょう。 

○ 防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を活用する
ほか、警備会社による機械警備の導入も検討しましょう。 

休業しない店舗等においても、防犯対策の強化をお願いします！ 


